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本市小中学校におけるプールは、築３０年以上を経過している施設が多く、毎年の維持管理費は多額 

であります。その上、多くのプールが改修又は改築時期を迎えており、現在のプールを維持するために

は、今後、多額の費用が必要となることが予想されます。また、水泳授業を行うに当たっては、授業中

の水泳指導と安全確保の監視だけではなく、授業前や放課後等に水質管理や安全維持のための多くの

点検や作業を行う必要があり、教員にとっても重い負担となっています。 

 そこで、児童生徒の泳力向上、教員の負担軽減及び学校プール施設の維持管理費削減などの効果を検

証するため、民間（公設施設含む。以下同じ。）スイミンミングスクールを活用した水泳授業をモデル

的に実施します。 

 

(1) 学校プールの設置状況 

  本市の小中学校のプールは、多くが昭和 40 年代半ばから昭和 50 年代にかけて建設され、その後、老

朽化や児童生徒の増加等を受けて昭和 50 年代後半から平成にかけて９校のプール施設の改築を行いま

したが、残り 27 校のプール施設は建設当初のものを使用しています。 

  このため、近年では老朽化が進行し、安全・安心な学習環境の確保が懸念されるとともに、維持管理

費の増加、稼働率の減少等の課題も生じています。 

 

   

(2) 水泳授業の授業時数 

  学校授業の教育課程は、小学校にあっては学校教育法施行規則第 51 条別表第一に、中学校にあっ 

ては同規則第 73 条別表第二に定める授業時数を標準としており、１年間当たりの体育（中学校は、

保健体育）授業時数 90～105 時数（中学校は 105 時数）のうち、本市の水泳授業の時数は、「水泳指

導の手引き（文部科学省 H26.3）」やこれまでの各校での実施状況を踏まえ、概ね 10 授業時数程度が

水泳授業に充てられています。 
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(1) 施設上の課題 

    プールの耐用年数は、一般的に概ね 40 年とされており、本市の学校プールは、最も古い一宮西部

小学校（築 58 年）を筆頭に、築 40 年以上経過しているものが全体の 75 パーセント（27/36 校）を

占めています。 

プール槽、プールサイド、設備機器の老朽化は顕著であり、随時、修繕・改修しています。こうし

た老朽化は、ケガのリスク増加、授業への支障、突発的な使用停止に繋がる恐れがあります。 

     

(2) 運営上の課題 

    学校プールは小学校と中学校で運用形態や使用期間が異なります。小中学校とも水泳授業は概

ね 10 授業時数であり、その他、中学校プールは一部の学校で部活動により一定の使用があります。 

また、夏休み期間中、小学校では水泳の苦手な児童に対し特別水泳教室を、中学校では水泳授業

を受けられなかった生徒に対し補講を行っている学校もあります。 

    一方で、小学校プールは夏休み期間中、新型コロナウイルス感染拡大前の令和元年度まではすべ

ての学校においてプール開放を実施していましたが、令和２年度以降は新型コロナウイルス感染

拡大の影響や保護者の負担を考慮して、プール開放は数校のみとなったことで年間稼働率は大き

く減少しています。 
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(3) 財政上の課題 

    プールは建築物と同様に、建築～維持管理～解体に至るまでのライフサイクルコスト（ＬＣＣ/生

涯費用）がかかります。学校プールを建設後 20 年から 30 年目に大規模改修を実施することにより、

学校プールを基本 60 年間使用して改築する場合、令和元年度から令和 40 年度までの 40 年間にお

ける全小中学校のライフサイクルコストは総額約 137 億円、年平均で約 3億 4,200 万円かかると予

想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) すべての学校から民間スイミングスクールを活用した水泳授業の希望を聞き取ったうえで、以下の

条件に該当する学校をモデル校として選定する。 

 ・部活動、夏休み期間中のプールの開放がないこと 

 ・改修又は改築工事の時期が迫っていること 

 ・民間スイミングスクール施設までの移動時間が片道 15 分程度以内であること 

(2) 授業２コマ分を１回とし、民間スイミングスクールが確保するバス（運転業務含む。）で民間スイ 

ミングスクールへ移動し、教員の指導とインストラクターの指導補助による水泳指導を受ける。（年間

４回実施(各学級８時間相当分の水泳授業を実施） 

(3) 実施時期は５月から１１月とし、季節性インフルエンザのまん延や季節的な寒さを避けるため 12 

月から３月の間は実施しない。 

 

(1) メリット（効果） 

  ・インストラクターの指導による児童生徒の安全確保と泳力向上 

 ・教員がインストラクターの水泳指導方法を学ぶことにより、水泳授業の指導力の向上 

 ・教員の負担軽減（施設の管理、プール監視等） 

 ・季節又は天候に左右されない計画的な水泳授業の実施が可能 

 ・プール跡地の有効活用 

(2) デメリット（課題） 

 ・移動時間の確保 

 ・水泳部活動への影響 

 ・消防水利としての代替措置の検討 

 ・民間スイミングスクールが利用できなくなった場合の対応 

 

《令和５年度》 

  ・全学校に対し、民間スイミングスクール活用希望調査結果（別紙１） 

  ・民間スイミングスクールへの水泳授業受入可能性調査結果（別紙２） 

  ・モデル校の選定（２、３校程度） 

  ・民間スイミングスクールとの協議、調整、授業スケジュール等の検討 

 《令和６年度》 

  ・モデル校での実施とモデル事業実施結果の検証（教員・児童等アンケート調査、課題整理） 

  ・今後の方針の策定（民間スイミングスクールの活用、学校間の共同利用、既存プールの維持等） 

 《令和７年度以降》 

  ・実施校の拡大 

  ・プールの廃止及び跡地利用の検討 
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